
４月分 ※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1 総務予防室
吹田市・摂津市消防救急
デジタル無線設備保守業務

吹田市・摂津市消防救急
デジタル無線設備の保守
を行う業務

令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで

大阪府大阪市北区中崎
1丁目2番23号

協和テクノロジィズ
株式会社

21,022,100円

　本業務は、消防救急デジタル無線システムの専門的知識や
技術が必要となり、また、本システムに障害が発生した場合、
責任の所在を明確にさせるとともに、緊急対応かつ迅速な復
旧作業が不可欠となります。以上の理由により、システムの
安定稼動等の保守管理については、当該システムを構築した
協和テクノロジィズ株式会社以外では困難であるため
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号の(1)【物品・
委託役務関係業務】カに該当）

2 総務予防室
病院前救護体制（メディカ
ルコントロール体制）の整

備に関する業務

検証会議の実施
気管挿管病院実習の実施
症例検討会の実施

令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで

大阪府大阪市天王寺区
上本町2丁目1番22号

一般社団法人
大阪府医師会

3,445,990円

本業務の契約内容は、医学的な専門機関に委託する必要が
あり、一般社団法人大阪府医師会以外に同等の委託先がな
く、契約の性質が競争入札に適さないと認められるため
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号の(1)【物品・
委託役務関係業務】カに該当）

6月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1 総務予防室
広域消防指令情報システム
契約不適合期間保守業務

広域消防指令情報システ
ムの保守を行う業務

令和6年6月1日から
令和7年3月31日まで

大阪府大阪市中央区
城見１丁目４番２４号
　日本電気株式会社

関西支社

81,587,000円

　本設備は日本電気株式会社関西支社が「広域消防指令情
報システム構築業務」として構築しており、同社が現在の状
況・データ設定・ソフトウェアバージョンアップ等の情報を管
理・熟知しています。本システムの安定稼動等の保守管理が
他の業者では困難であるため
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号の(1)【物品・
委託役務関係業務】カに該当）

令和6年度　随意契約一覧表（消防本部）

５月分については対象案件はありません。



8月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1 総務予防室
吹田市東消防署広域消防指
令情報システム移設業務

吹田市東消防署大規模修
繕工事にともなう広域指令
情報システムの移設及び
復旧を施設運用確保しな
がらする業務

令和6年8月20日から
令和7年11月28日まで

大阪府大阪市中央区
城見１丁目４番２４号
　日本電気株式会社

関西支社

19,911,925円

　本設備は日本電気株式会社関西支社が「広域消防指令情
報システム構築業務」として構築しており、同社が現在の状
況・データ設定・ソフトウェアバージョンアップ等の情報を管
理・熟知しています。本業務において、運用に支障が及ばな
いような適切かつ確実な施工が必要とされ、他の業者では困
難であるため
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号の(1)【物品・
委託役務関係業務】カに該当）

７月分については対象案件はありません。

９月から１２月分については対象案件はありません。



令和７年１月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1 総務予防室
吹田市消防本部・西消防署
合同庁舎給排水ポンプ機器

交換修繕業務

吹田市消防本部・西消防
署合同庁舎の給排水ポン
プの機器を交換修繕する
作業

令和7年1月20日から
令和7年3月31日まで

 
大阪府大阪市西区靱本町

１丁目１１番７号
　テラル株式会社

4,796,000円

　吹田市消防本部・西消防署合同庁舎の給水ポンプ及び排
水ポンプはテラル株式会社製であり、装置内の制御装置部分
の故障修理は専門技術が必要とされ、緊急時の交換部品の
供給等の保守管理が他の業者では困難であるため
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号の(1)【物品・
委託役務関係業務】カに該当）


